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療育を希望
（診断書なし）

診断書なしの場合
保健センターに情報提供書を作成依頼

精神発達２次健診か、すこやか発達相談を受診後に、
情報提供書を作成し、福祉総務課へ提供

児童発達支援センターあすなろ学園
カンガルー通園（月2回程度、2歳以上親子）
通園（週5日3歳以上）、障害児相談支援

保育所等訪問支援事業　他

療
育

児童発達支援事業所
児童発達支援事業

保育所等訪問支援事業

保育園や幼稚園
に通いながら療
育を受ける

発達に心配のあるお子さんの相談から児童発達支援事業利用までの流れ＜未就学児＞

すこやか発達相談（月1回）

臨床心理士による発達検査
集団生活（保育園・幼稚園）で
心配のある方などへ助言します

（臨床心理士）

経過観察児のフォロー教室

「幼児教室」

親子で教室に通いながら
子育て相談に応じます
1歳6か月～就学前対象

（臨床心理士、保健師、保育士）

必要に応じて

1歳6か月児健診
（M-CHAT短縮版）

3歳6か月児
健診

5歳児
健診

保健師による問診

保健センター

こども家庭センター「わらべび」など
保健師による相談

保育園、幼稚園
こども家庭センター「わらここ」
地域子育て支援センター等

専門家の意見を聞くことができます

臨床心理士による発達検査
＋

小児科医による面接
診断は行いませんが、

医療機関への紹介状は書けます

精神発達２次健診（月1回）

相談

②依頼 ③障害児支援
　計画を提出

障害児相談支援事業所
障害児支援計画を作成（無料）

④児童発達支援事業を利用

必要に応じて臨床心理士による相談
保健師によるフォローや幼児教室等の案内

市役所 福祉総務課 障害者福祉係　　①障害児通所給付申請（申請時に聞き取り調査）

お子さんの発達に不安を感じている保護者

医療機関
小児科受診

診断

申請

乳幼児健診


